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【知的財産権部からのお知らせ】

1．国家知識産権局ウェブサイトにおけるオンライン交流

　3月13日、国家知識産権局ウェブサイトにおいて、尹新天SIPO条法司長がネットユー

ザーと第三回専利法改正に関するオンライン交流を行いました。そのやり取り（日訳）を

下記URLに掲載いたしましたので、ご参照ください。

http://www.jetro-pkip.org/upload_file/tks200903301.pdf

2．国家知識産権局「最新状況紹介　2009年第1期」

　国家知識産権局が「最新状況紹介　2009年第1期」を発刊いたしましたので、その概要

を下記に記載いたします。なお、括弧内の数字は2007年のデータです。

(1)2008年出願件数

　特許　　　　　　289,838件（245,161件）

　実用新案　　　　225,586件（181,324件）

　意匠　　　　　　312,904件（267,668件）

(2)外国出願割合

　日本（35％）　　33,264件（32,870件）

　米国（26％）　　24,527件（22,887件）

　韓国（8％）　　　8,022件（8,467件）

　ドイツ（9％）　　8,686件（8,066件）

　オランダ（3％）　3,261件（3,481件）

　その他（18％）

(3)審査期間

　ＦＡ　　　　　　13月（13.4月）

　最終処分　　　　25.8月（26月）

(4)審査処理件数（特許）

　審査請求件数　　220,273件（189,906件）

　ＦＡ件数　　　　187,535件（146,079件）

　最終処分　　　　146,786件（100,275件）

(5)審判件数

　拒絶査定不服　　　請求　　　4,360件（2,565件）

　　　　　　　　　　審理終結　3,867件（3,514件）

　特許無効　　　　　請求　　　2,038件（2,183件）

　　　　　　　　　　審理終結　2,727件（2,522件）

(6)審査官数

　専利局　　　　　　1,962人（1,786人）

http://www.jetro-pkip.org/upload_file/tks200903301.pdf


　　　　　　　　　　　　内　新規採用276人（446人）

　審査支援センター　1,355人（1,015人）

　　　　　　　　　　　　内　新規採用368人（450人）
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【最新ニュース・クリッピング】

○法律・法規等

1. 特許法実施条例改正案、国務院で審議へ（国家知識産権網　2009年 3月 2日）

2. 税関総署　知的財産権保護条例の実施弁法を改正（国家知的財産権網　2009年 3月 11

日）

3. 商務部：買収合併の細則制定へ　独占行為への審査を規範化（中国新聞網　2009年 3

月 17日）

4. 専利法改正の説明会と実施細則の意見募集会　西安で実施（国家知識産権網　2009年

3月 28日）

○中央政府の動き

1. 中国と英国　知財の刑事保護について協議（公安部ウェブサイト　2009年 2月 24日）

2. 公安部・国家知識産権局：知財保護貢献者を共同で表彰（国家知識産権網　2009年 2

月 17日）

3. 商務部：海外の展示会で、知財保護支援コーナーを初設置（北京日報　2009年 3月 5

日）

4. 政府活動報告：知財戦略の継続強調（国家知識産権網　2009年 3月 5日）

5. SIPOなど 9部門、海外出展での知財管理に関する通達を（国家知識産権網　2009年 2

月 18日）

6. 最高裁：馳名商標をめぐる問題を直視、対応へ（時代週報　2009年 3月 12日）

7. 全国政協委員：馳名商標に関する法整備を提案（法制日報　2009年 3月 10日）

8. 版権局長：パロディは海賊版にあらず　指導と保護を（人民網　2009年 3月 9日）

9. 商務部、米コカ・コーラ社による「匯源果汁」の買収を却下 （人民日報  2009年 3月

19日）

10. 中国のIT特許・実用新案に5大特徴（国家知識産権網　2009年 3月 19日）

11. 版権局　国家知財戦略の実施を０９年の業務重点に（国家版権局サイト　2009年 3月

28日）

12. 出版当局、光ディスク複製業を支援　09年（新聞出版総署サイト　2009年 3月 26日）

13. 知財権侵害の取り締まり活動「雷雨」、「天網」実施　4月から（国家知識産権網 

2009年 3月 26日）

14. 「国家知財戦略」09年実施プラン発表、着手（国家知識産権網　2009年 3月 25日）

○地方政府の動き

1. 鄭州市：警察・行政が連携、偽造品等の取り締まり強化へ（新華網　2009年 2月 26日）

2. 吉林省　海賊版取り締まり　ブラックリスト作成へ（人民網　2009年 3月 6日）

3. 山西省：判決文に「馳名商標」の用語記載、今後不可に（山西晩報　2009年 3月 5日）

4. 上海浦東、金融・知的財産権犯罪公訴処を設立（新華網　2009年 3月 20日）



5. 四川省高裁：馳名商標の認定めぐり工商当局と協議（四川新聞網　2009年 3月 19日）

○司法関連の動き

1. 国家知識産権局を不作為で提訴　天津の法律事務所（法制日報　2009年 2月 26日）

2. 安徽省高裁：著作権めぐる審判をネットで実況（人民網　2009年 2月 24日）

3. LV社が商標権侵害で上海の会社を起訴（新華社上海　2009年 3月 5日）

4. 最高裁幹部：厳しい賠償で著作権侵害の抑止を（中国法院報　2009年 3月 12日）

5. 司法改革：直轄市などで知財案件の一元受理へ（国家知識産権網　2009年 3月 26日）

○統計関連

1. 全国の知識産権局：知財法執行に高い成果　08年（国家知識産権網　2009年 2月 21

日）

2. 最高裁、全国で2008年に知財案件27,876件結審（新華網　2009年 3月 10日）

3. マドリッド商標国際出願、中国企業が初のTOP10いり（国家知的財産権網　2009年 3

月 12日）

4. 中国の特許出願件数、500万件突破（国家知識産権網　2009年 3月 19日）

5. 商標保護意識向上 2008年 商標権者による告発案件1万件以上（中国工商報　2009年

3月 21日）

6. 専利無効請求事件の平均審査期間、6カ月以内に抑制へ（国家知識産権網　2009年 3

月 25日）

○その他知財関連

1. 秀水市場　ニセモノ販売店舗を強制封鎖（中国青年報　2009年 2月 17日）

2. ＩＩＰＡ報告書　中国を最優先監視国の対象に（網易科技　2009年 2月 20日）　

3. 上海知財仲裁院：知財紛争案件を初審理（上海政府網　2009年 3月 5日）

4. 富士通ビジネスシステム　北大青鳥と連携して中国人IT技術者育成へ（人民網　2009

年 3月 9日）

5. 全国知財保護支援ホットライン「12330」まもなくスタート（国家知識産権網　2009

年 3月 19日）

6. コカコーラ社の M&A却下理由の背景を語る　商務部（新華社　2009年 03月 24日）
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●ニュース本文

○法律・法規等

★★★1. 特許法実施条例改正案、国務院で審議へ★★★

　特許法の施行をサポートする重要な行政法規である『特許法実施条例』の改正案は2月

27日、国務院に提出された。

　この改正案は、▽現行特許法実施細則の名称▽特許出願書類▽特許出願・審査の手続き

▽特許権評価レポート、無効宣告の手続き▽手数料・手続きの簡略化▽強制許諾制度▽特

許権の運用、発明者・デザイナーへの報奨▽特許権の保護▽国家段階における国際出願――

の九つの分野の内容について、改正の建議を出している。

　立法法によると、国務院は今後、この改正案について座談会、論証会、公聴会などを行

い、関係機関や一般の人々からの意見を募集する。国務院法制弁公室が各界の意見に基づ

いて改正案に修訂を加え、国務院に審議報告と改正案の修訂稿を提出する。修訂稿が国務

院での審議を通過した場合、国務院総理の署名した国務院令により公布される。（国家知



識産権網　2009年 3月 2日）

★★★2. 税関総署　知的財産権保護条例の実施弁法を改正★★★

　税関総署はこのほど第183号令を発布し、改正の「税関知的財産権保護実施弁法」を公

布した。この実施弁法は2009年 2月 17日に税関総署の署務会議で審議・可決され、2009

年 7月 1日より施行される。

　同弁法は▽総則▽知的財産権登録▽申請に基づく差し押さえ▽職権に基づく調査・処理

▽貨物の処置及びその費用▽附則――の6章、計 43条で構成されている。特に上海万国

博覧会のエンブレムについて、この弁法に基づいて保護すると明らかにされている。

　今度の発布により、2004年 5月 25日に税関総署第114号令により公布された「中華人

民共和国知的財産権税関保護条例に関する中華人民共和国税関の実施弁法」は同時に廃止

された。（国家知的財産権網　2009年 3月 11日）

★★★4. 専利法改正の説明会と実施細則の意見募集会　西安で実施★★★

　専利の第三回法改正に関する全国説明会が3月23日から25日にかけて西安市で開催さ

れた。国家知識産権局から宋建華・条法司副司長一行らが出席し、専利法の第三回改正に

ついて説明を行なった。

　宋副司長は今までの中国の専利法の制定・改正を振り返った上、第三回改正の背景と目

的を紹介した。同行の国家知識産権局の部門担当者らが改正の内容について逐次に解説・

釈明し、国務院法制弁公室の責任者が専利権保護の内容について説明した。

　国務院法制弁公室の責任者はまた「専利法実施細則」の改正について、出席者らのコメ

ントを集めた。

　陝西省、山西省、甘粛省、寧夏自治区、青海省の知的財産権担当政府部門、企業、大学、

研究機構、代理機構、裁判所からおよそ200名の代表が今回の会議に参会した。（国家知

識産権網　2009年 3月 28日）

○中央政府の動き

★★★2. 公安部・国家知識産権局：知財保護貢献者を共同で表彰★★★

国家知識産権局と公安部はこのほど、知的財産権の保護に優れた貢献のあった団体、個人

を共同で表彰した。全国の知財部門から57団体と個人58人が、全国の公安機関から47

団体と個人83人が先進事例を打ち立てたとして表彰を受けた。

　国家知識産権局と公安部は2008年 6月に「協力連携メカニズムの構築による知的財産

権保護業務の共同強化に関する通知」を共同発表。今回の表彰は、進んだ取り組みをした

団体や個人を模範として表彰することで、全国の知財部門と公安機関の積極性を高め、知

財保護の水準向上につなげる狙いがある。（国家知識産権網　2009年 2月 17日）

★★★4. 政府活動報告：知財戦略の継続強調★★★

　温家宝国務院総理は3月5日、第11期全国人民代表大会（全人代、国会に相当）第2回

会議で政策方針を示す政府活動報告を発表、「科学・教育立国戦略」、「人材強国戦略」、

「知的財産権戦略」を引き続き実施すると述べた。

　記者の取材に応じた国家知識産権局の田力普局長は、温総理が政府活動報告で知財戦略

を3大戦略の一つに取り上げたことについて、画期的だと指摘。「知財保護に携わる関係

者にとって大きな励みとなり、中国の知的財産権事業の発展を一層後押しするだろう。ま

た、私たちの仕事により高いものを求める一種の鞭撻でもある」と述べた。

　温総理は報告の中で、知的財産権について3度、ブランドについて2度それぞれ言及し、

3大戦略継続の必要性を強く訴えた。（国家知識産権網　2009年 3月 5日）



★★★5. SIPOなど 9部門、海外出展での知財管理に関する通達を★★★

　国家知識産権局、外交部、工業情報化部などの9部門は2月10日、「企業の海外出展

にかかる知的財産権業務の強化に関する通達」（以下「通知」と略称）を共同発表し、国

務院の同意により施行された。中国企業が海外展示会に出展する際の知的財産権管理の強

化、企業の合法的な権利・利益の保護、中国企業が知財保護に努めているという良いイメ

ージの形成、世界的な金融危機への積極的な対応などが狙い。

　同通知は企業が自社の権利を守るための対策として、予防、援助、協力という 3つの観

点から10項目の対応措置を提案。具体的には▽企業が海外展示会に出展する際の知財管

理を強化し、出展製品に対する自己チェックを強化させる▽海外展示会の主催者との意思

疎通や協調を強め、開催国側の知財関連法規や展示会の法執行を熟知し、すみやかに中国

側出展企業の要望を伝達する▽知的財産権の乱用に対する対外交渉力を強化し、中国の実

情に合わせ、海外での知財擁護・トラブル解決システムを検討する▽企業による国外での

知的財産権の出願・登録・購入を奨励し、知財をめぐるトラブルを根本から減らし、回避

する――などが盛り込まれている。（国家知識産権網　2009年 2月 18日）

★★★10. 中国のIT特許・実用新案に5大特徴★★★

　国家知識産権局の関連部門はこのほど、「わが国の情報通信技術専利の態勢分析」（専

利は特許・実用新案・意匠の総称）と題した報告書を作成、中国のIT関連の特許・実用

新案の状況について分析するとともに、5大特徴を導き出した。具体的には（1）近年、

ＩＴ分野の特許出願件数と付与件数が安定増（2）海外からの出願が依然として優勢だが、

国内からの出願件数と付与件数も大幅増（3）技術研究開発プロジェクトの集中する分野

は国内外でほぼ一致（4）出願地域が一部地域に偏在（5）実用新案の出願元の多くは国

内――の5点。

　中国では近年、特許件数のうち IT関連が3分の1を占めており、件数も安定的に増え

ている。国家知識産権局が2003年から2008年に受理した各分野の特許出願件数は111万

5000件を数えるが、うち IT分野の出願件数は37万 1000件に達した。付与件数では、全

体 35万 9000件のうち IT関連が12万 5000件だった。（国家知識産権網　2009年 3月 19

日）

★★★13. 知財権侵害の取り締まり活動「雷雨」、「天網」実施　4月から★★★

　国家知識産権局はこのほど、知的財産権侵害の特別取り締まり活動「雷雨行動」、「天

網行動」を昨年に続き、今年も実施することを決定した。うち「雷雨行動」活動では、主

として特許・実用新案・意匠に対する侵害や、偽造・模倣などの違反行為を取り締まり、

特に組織犯罪や再犯の対策に重点を置く。一方「天網行動」では、特許等に関する詐欺行

為が主なターゲット。これら取り締まり活動は4月から、全国一斉にスタートする。

　活動計画では、公安などの部門との法執行協力体制の確立と整備を強調。うち「天網行

動」では、▽案件頻発地域の知財当局と警察との協力により、特許等に関する詐欺案件の

取り締まりに力を結集する▽手がかり情報の管理制度、違法行為・犯罪に関する情報共有

システムを整え、違法行為・犯罪の手がかりの迅速な発見と情報提供を実現する▽両部門

の連携をめぐる大きな問題を速やかに検討し、調整や解決を図る▽各地当局が通報用のホ

ットライン公開、被害を受けた特許権保有者などへの取材など、多様な形により情報や手

がかりの収集を進め、手がかりを得た場合は現地警察に速やかに情報を提供する――など

を求めている。（国家知識産権網　2009年 3月 26日）

★★★14. 「国家知財戦略」09年実施プラン発表、着手★★★



　2009年は中国にとって、知的財産権戦略を全面的に推し進める最初の年となる。同戦

略の実施作業を担当する部門間連絡会議事務室の作成した「2009年国家知的財産権戦略

実施推進計画」が3月19日、正式に発表され、実施に移された。

　同計画は「業務の重点」、「具体的措置」の2部分からなる。うち「業務の重点」では、

中央政府の支持や2009年の経済情勢をふまえ、知財戦略に関する今年の事業の要点や全

体的な要件を列挙。知的財産権に関する法治環境、行政管理能力、広報教育などのインフ

ラ整備強化、国際的な金融危機への対応が盛り込まれている。「具体的措置」では、国家

知財戦略綱要の掲げる九大措置に対応して、240項目からなる具体措置を提示。さらに、

各措置の主要実施部門も合わせて明示し、各措置の着実な実施と効果獲得を目指している。

（国家知識産権網　2009年 3月 25日）

○司法関連の動き

★★★5. 司法改革：直轄市などで知財案件の一元受理へ★★★

　最高人民法院（最高裁に相当）は3月25日、「人民法院の第3次五年改革綱要

（2009――2013）」を発表した。同法院は綱要の中で、直轄市や知的財産案件の多い大・

中規模都市に知財案件を一元的に扱う総合審判法廷を設けることを提案している。

　同綱要は「人民法院の職務分掌の改善」の部分で、民事・行政審判制度の改革と改善を

求め、▽知財案件の特徴をふまえた審判体制・業務体制の整備▽直轄市や知財案件の多い

大・中規模都市で知財案件を一元的に受理する総合審判法廷の設置模索――を掲げている。

　最高人民法院はこれまで、1999年、2005年の2回にわたり改革綱要を発表しており、

第3次となる今回、中国の司法体制をめぐる主な問題について、2009年から2013年まで

の改革措置を系統的に挙げている。綱要の発表を受け、人民法院の新たな改革が本格的に

スタートする。（国家知識産権網　2009年 3月 26日）

○統計関連

★★★1. 全国の知識産権局：知財法執行に高い成果　08年★★★

  全国各地の知識産権局は2008年、知的財産権保護のための特別取り締まり活動「雷

雨」、「天網」を大々的に展開した。知財保護へのサポートを積極的に進め、特許などを

めぐる紛争案件の調査・処分の強化を図り、特許等所有者へのなりすましや権利詐称など

を厳重に処分した。これら取組は着実に進められ、新たな成果を挙げている。

  各地の知識産権局で08年 1～12月に受けつけた特許・実用新案・意匠侵害トラブルは

1092件、特許等をめぐるその他のトラブルは34件。他の特許等所有者へのなりすまし行

為59件、特許等の権利詐称行為601件について、当事者を処分した。法執行（エンフォ

ースメント）担当者の年間動員数はのべ 1万 7056人に達した。商業施設での検査は7671

回、商品検査は211万 822件、公安部門等への送致案件は21件、他部門からの移管案件

は11件、他部門との法執行協力は327回、他地域との法執行協力は262回に上る。（国

家知識産権網　2009年 2月 21日）

★★★3. マドリッド商標国際出願、中国企業が初のTOP10いり★★★

　世界知的所有権機関（WIPO）がこのほど発表した「商標国際登録マドリッドシステム

2008年次報告」によると、マドリッド協定議定書（マドリッド・プロトコル）に基づく

商標の国際出願件数が昨年に運用開始以来の最高の42,075件を記録した。中国は連続四

年で最も多く指定された国となっており、中国企業の国際出願も初めて上位１０位にラン

ク入りした。

　国際商標出願の提出数から見れば、2008年にドイツが最多の6,214件を提出し、全体の



14.8％を占めている。続いてはフライスと米国。中国は1,585件で八位にランクされ、

2007年より9.8％増加した。企業別のランキングでは、一位はドイツの会社で、中国の浙

江医薬株式会社が8位で、上位 10位にランク入りした初の中国企業となっている。

　国際商標登録を出願するときの指定国については、中国は2008年に17,829件の出願で

指定されており、前年より6.9％増え、連続四年で最多の指定国となっている。（国家知

的財産権網　2009年 3月 12日）

★★★4. 中国の専利出願件数、500万件突破★★★

　中国が受理した「専利（特許・実用新案・意匠の総称）」出願件数が、2009年 3月 16

日現在で500万件を突破、500万 2143件に達した。400万件を超えてから、わずか1年4

か月で500万件に達したことになる。このうち特許の出願件数は168万 1464件だった。

過去の400万件と比べ、500万件突破は増加スピードが速かっただけでなく（1）100万件

突破ごとに要した期間が短縮の一途（2）中国国内からの特許出願比率が大幅増（3）職務

上の特許出願比率が着実に増加――といった3大特徴がみられた。

　専門家は「中国の専利出願は安定した増加を続けており、比重構成が一層改善された」

と言及。さらに「国家知的財産権戦略の積極実施により、社会全体の創造へのモチベーシ

ョンが刺激されているほか、知財保護の意識が高まり、企業・大学・研究機関などの研究

開発における知財の運用能力が一段と向上している」と指摘した。（国家知識産権網 

2009年 3月 19日）

★★★6. 専利無効請求事件の平均審査期間、6カ月以内に抑制へ★★★

　国家知識産権局専利（特許・実用新案・意匠）復審委員会（JPO審判部に相当）はこの

ほど、試行から半年余りが経過した「専利無効請求事件審査サイクル抑制方法（試行）」

を改正した。これにより、無効請求事件の平均審査サイクルは6カ月以内に短縮される見

通し。

　復審委員会の責任者によれば、無効請求事件の審査について、答弁準備のための充分な

時間を設け、口頭審理の効率向上を図るよう求める意見が、当事者や代理人から寄せられ

ている。復審委員会は詳細な調査検討を基に、すでに実施から半年余りが経過した同規定

の改正を進め、内部審査段階に費やす時間を圧縮。一方で、当事者側の答弁準備時間を延

長し、当事者が充分な答弁を行う権利を保障している。無効請求事件の各審査プロセスの

時間配分をさらに合理化するとともに、審査のスピード化を実現。特許権などの保有者や

民間人の法に基づく権利・利益を迅速かつ効果的に保護する。（国家知識産権網　2009

年 3月 25日）

○その他知財関連

★★★5. 全国知財保護支援ホットライン「12330」まもなくスタート★★★

　全国知的財産権保護支援ホットライン「12330」が、2009年の全国知的財産権保護ＰＲ

ウイークにスタートする。北京では、国家知識産権局による開設式典が開かれる。

　国家知識産権局は2008年 11月、工業情報化部に全国共通の知財保護支援ホットライン

の開設を申請。今年1月20日に「12330」番が全国共通番号として割り当てられた。

　知財保護支援センターは今後、組織や個人から知的財産権の侵害・違法案件の通報・提

訴を受け付けるほか、他部門からの移管案件を受け付ける。その後、行政の知財保護主管

機関または公安機関に速やかに送致し、案件の処理状況と結果を通報者や提訴者に回答す

る。

　これまでに国家知識産権局は46か所の知財保護支援センターを設置しており、2009年

も設置作業を継続。年末までに約 70か所の設置を予定しており、3年以内には約 100か所



に達する見込み。（国家知識産権網　2009年 3月 19日）
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